
 

 

○東京国際大学大学院学則 

昭和 59年 4月 1日 制定 

最近改正 2024年 3月 15日 

第 1章 目的 

(目的) 

第 1条 この学則は，東京国際大学学則第 10条により，東京国際大学大学院(以下「本大学

院」という。) に関し，必要な事項を定める。 

2 本大学院は，専門的な学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめて，人類の

福祉と文化の進展に寄与することを目的とする。 

(自己点検・評価等) 

第 1条の 2 本大学院は，教育研究水準の向上を図り，前条の目的を達成するため，本学の

教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するものとする。 

2 前項の点検及び評価については，別に定める。 

(課程) 

第 2条 本大学院に修士課程及び博士課程を置く。 

2 本大学院修士課程においては，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における

研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培

うことを目的とする。 

3 本大学院博士課程においては，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行

い，又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎と

なる豊かな学識を養うことを目的とする。 

第 2章 研究科の組織及びその目的 

(組織) 

第 3条 本大学院に次の研究科及び専攻を置く。 

商学研究科 博士課程(前期) 商学専攻 

商学研究科 博士課程(後期) 商学専攻 

商学研究科 博士課程(5年制) 商学専攻 

経済学研究科 博士課程(前期) 経済学専攻 

経済学研究科 博士課程(後期) 経済学専攻 

国際関係学研究科 修士課程 国際関係学研究専攻 

臨床心理学研究科 博士課程(前期) 臨床心理学専攻 

臨床心理学研究科 博士課程(後期) 臨床心理学専攻 

(研究科の目的) 

第 3条の 2 前条に定める各研究科の人材養成及び教育研究上の目的は，次の各号のとおり

とする。 

(1) 商学研究科は，専門領域の深化と学際的研究・教育を通じて商学・経営情報・会計学・
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租税法の専門家を養成する。 

(2) 経済学研究科は，経済理論研究と実証分析能力の開発により創造性豊かな専門的職業

人と研究者を養成する。 

(3) 国際関係学研究科は，理論と応用の両面において総合的・科学的な知識と政策展開能

力を備えた専門家を養成する。 

(4) 臨床心理学研究科は，心理臨床の理論と実践を通じて臨床心理学の専門家を養成する。 

(収容定員) 

第 4条 本大学院各研究科の収容定員は，次のとおりとする。 

研 究 科 専 攻 入学定員 収容定員 

商学研究科 博士課程(前期) 商学専攻 30 60 

商学研究科 博士課程(後期) 商学専攻 3 9 

 

商学研究科 博士課程(5年制) 

 

商学専攻 

入学定員及び収容定員は，商学研

究科博士課程(前期)及び同(後期)

の定員に含む。 

経済学研究科 博士課程(前期) 経済学専攻 20 40 

経済学研究科 博士課程(後期) 経済学専攻 3 9 

国際関係学研究科 修士課程 国際関係学研究専攻 20 40 

臨床心理学研究科 博士課程(前期) 臨床心理学専攻 25 50 

臨床心理学研究科 博士課程(後期) 臨床心理学専攻 2 6 

第 3章 修業年限，在籍期間，学年，学期及び休業日 

(修業年限) 

第 5条 修士課程の標準修業年限は 2年とし，博士課程の標準修業年限は 5年とする。 

2 博士課程は，これを前期 2年及び後期 3年の課程に区分し，前期 2年の課程は，これを

修士課程として取り扱うものとする。ただし，商学研究科博士課程(5 年制)にあっては，こ

の区分を設けないものとする。 

第 5条の 2 削除 

(在籍期間) 

第 6条 修士課程及び博士課程(前期)においては 4年，博士課程(後期)にあっては 6年，博

士課程(5 年制)にあっては 10 年を超えて在籍することはできない。ただし，在籍期間の計

算にあたっては，第 32条の休学期間は，在籍期間に算入しない。 

(学年) 

第 7条 学年は，毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終了する。 

2 前項に定める学年の途中においても，次条に定める学期の区分に従い，学生を入学させ

及び修了させることができる。 
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(学期) 

第 8 条 1年度を 2 学期に分け，それぞれを春学期（セメスター），秋学期（セメスター）

と称する。各学期の始期及び終期は，毎年度の学年暦をもって定める。但し，学長は授業の

開始終了について，変更することができる。 

(休業日) 

第 9条 休業日は次のとおりとする。ただし，休業日でも授業をし，又は試験を行うことが

ある。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 本学の創立記念日 10月 23日 

(4) 夏期休業 8月 1日から 8月 31日まで 

(5) 冬期休業 12月 25日から 3月 31日まで 

2 臨時の休業日及びその他の変更については，その都度これを定める。 

第 4章 授業科目・単位及び履修方法 

(研究科の教育) 

第 10条 各研究科の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研

究指導」という。)によって行うものとする。 

2 各研究科において，教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の

時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがあ

る。 

(授業科目) 

第 11条 各研究科に開設する授業科目及びその単位数は，別表 1のとおりとする。 

(単位の計算) 

第 12 条 授業科目に対する単位の計算方法は，東京国際大学学則第 14 条第 1 項第 1 号及

び第 2号の規定を準用する。 

(履修) 

第 13条 授業科目の選択に当たっては，予め指導教員の指導を受け，履修の届け出を行う

ものとする。 

2 授業科目の履修については，別に定める各「研究科履修規程」による。 

(他研究科等の授業科目の履修) 

第 14条 各研究科が教育研究上必要があると認めたときは，別表 1に定める授業科目のほ

か，各研究科が認める本大学院の他研究科又は他の大学の大学院の授業科目を履修させる

ことができる。 

2 前項により修得した授業科目の単位は，15単位を超えない範囲で各研究科の課程修了の

要件となる単位として認める。 

3 第 1項及び第 2項の規定は，外国の大学の大学院に留学する場合及び外国の大学の大学
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院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合にも準用する。 

4 後学期入学生が本大学院の他研究科の通年の授業科目を履修する場合は，原則として翌

年 4月に開講される授業科目から履修しなければならない。 

(学部授業科目の履修) 

第 15条 教育研究上必要があると認めたときは，各研究科は，本学学部の授業科目を履修

させることができる。 

2 前項により修得した学部の単位は，研究科の課程修了の要件となる単位とはしない。 

3 科目履修料は，科目等履修生規程に定める金額とするが，8単位を限度として免除する。

また，登録料はこれを免除する。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 16条 本大学院研究科が教育研究上有益と認めるときは，本大学院に入学する前に，大

学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を

含む。)を，15単位を超えない範囲で本大学院研究科において修得したものとみなすことが

できる。 

2 前項により，本大学院研究科において修得したものとみなすことができる単位数は，第

14 条第 2 項及び第 3 項により各研究科の課程修了の要件となる単位数と合わせて 20 単位

を超えないものとする。 

3 前 2項に基づき本大学院において修得したものとみなすことができる単位の修得により

本大学院の修士課程又は博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期

の課程を除く）の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要し

た期間及びその他の事情を勘案して，1年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学した

ものとみなすことができる。 

第 17条  削除  

第 5章 課程修了の認定 

(試験) 

第 18条 履修科目については試験を行う。試験は，筆記若しくは口頭試験又は研究報告に

よるものとする。 

2 病気その他やむを得ない事由のため試験を受けられなかった者には，願い出により追試

験を行うことがある。 

3 成績の評価は，A（96点以上 100点），A－（92点以上 95点），B＋（88点以上 91点），

B（84 点以上 87 点），B－（80 点以上 83 点），C＋（76 点以上 79 点），C（72 点以上 75

点），C－（68点以上 71点），D+（64点以上 67点），D（60点以上 63点），F（59点以下）

の 11種類とし，A～Dを合格とし所定の単位を与え，Fは不合格とし単位を与えない。 

(課程の修了) 

第 19 条 本大学院の修士課程又は博士課程(前期)の修了要件は，当該課程に 2 年以上在学

し，かつ，必要な研究指導を受けた上，別表 2に定める所定の単位を修得し，修士の学位論
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文又は，研究科により修士の学位論文に代えることが認められる特定の課題についての研

究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。 

2 前項に規定する在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，大学院に 1年

以上在学すれば足りるものとする。これに関する規程は，学長が別途定める。 

3 第 5 条第 2 項但し書に定める博士課程(5 年制)における修士課程相当部分の修了の要件

は，当該博士課程の目的を達成するために必要と認めた場合には，第 1 項に規定する修士

の学位論文審査及び最終試験に合格することに代えて，研究科が行う次に掲げる試験及び

審査に合格することとすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基

礎的素養であって当該前期課程において修得し，又は涵養すべきものについての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程にお

いて修得すべきものについての審査 

4 本大学院の博士課程(後期)の修了要件は，当該課程に 3 年以上在学し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，別表 2 に定める所定の単位を修得し，博士の学位論文審査及び最終試

験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者につい

ては，修士課程，博士課程(前期)又は専門職学位課程における在学期間を含み大学院に 3年

以上在学すれば足りるものとする。 

5 本大学院の博士課程(5 年制)の修了要件は，当該課程に 5 年以上在学し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，別表 2 に定める所定の単位を修得し，博士の学位論文審査及び最終

試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績をあげた者につ

いては，この課程に 3年以上在学すれば足りるものとする。 

(最終試験) 

第 20条 最終試験は，学位論文を中心として筆記又は口頭により行う。 

第 6章 学位の授与 

(学位) 

第 21条 就学管理委員会において第 19条に定める要件を充たしたと認められる者に対し，

学長より学位を授与する。 

(学位の種類) 

第 22条 本学において授与する学位の種類等は，別に定める「東京国際大学学位規程」に

よる。 

(学位論文等) 

第 23 条 修士及び博士の学位論文の提出，その審査及び最終試験，並びに第 19 条第 3 項

各号に定める試験及び審査については，別に定める「東京国際大学学位規程」による。 

2 第 19条第 2項の規定に基づき，1年以上の在学期間で修了が認められる者については，

当該研究科の指定する期日までに修士論文を提出し，その審査及び試験に合格しなければ

ならない。これについては「東京国際大学学位規程」の定めによる。 
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第 7章 入学，編入学，転学，留学，休学，退学，除籍，科目等履修生及び研究生 

第 24条 削除 

(入学資格) 

第 25 条 本大学院修士課程及び博士課程(前期)に入学することのできる者は，次の各号の

一に該当する者とする。 

(1) 学士の学位を有する者 

(2) 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 16年の課程を修了した者 

(4) 文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以

後に修了した者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 大学に 3年以上在学し，又は外国において学校教育における 15年の課程を修了し，所

定の単位を優れた成績をもって修得したものと本大学院が認めた者 

(7) 本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で，22歳に達したもの 

2 本大学院博士課程(後期)に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とす

る。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又

は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 文部科学大臣の指定した者 

(5) 本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する

者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの 

(入学志願) 

第 26条 入学志願者は，別に定める入学検定料を添え，指定期日までに所定の必要書類を

提出しなければならない。 

(入学試験) 

第 27条 入学志願者に対しては，書類選考並びに入学試験を行う。 

2 入学試験に合格した者の所定の手続きの完了をまって，学長はこれに入学の認証を与え

入学を許可する。 

(入学手続き) 

第 28条 入学を許可された者は，速やかに所定の書類を提出しなければならない。 

(編入学) 

第 29条 他大学の大学院から編入学を志望する者に対して，受け入れの余裕がある場合に
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限り，選考の上入学を許可することがある。 

(転学) 

第 30条 他大学の大学院に転学を希望する者は，事前に許可を受けなければならない。 

(留学) 

第 31 条 学生は，学長の承認を受けて在学中外国の大学に留学し学修することができる。 

2 前項の留学の取り扱いについては別に定める。 

(休学及び復学) 

第 32条 病気その他やむを得ない事由により休学を願い出る者に対しては，事情によりこ

れを許可することがある。 

2 休学の願い出は，原則として学期ごとにこれを行うものとする。但し，事情により，複

数学期の休学を一括して願い出ることを認める。 

3 休学は，通算して修士課程及び博士課程(前期)においては 2年，博士課程(後期)にあって

は 3年，博士課程(5年制)にあっては 5年を超えることができない。 

4 休学中の者も学費を納入しなければならない。ただし学費減免の取り扱いについては別

に定める。 

(退学) 

第 33条 退学しようとする者は，その理由を付し事前に許可を受けなければならない。 

2 前項による退学者が再入学を希望する場合は，これを許可することがある。 

(除籍) 

第 34条 次の各号の一に該当する者は，除籍とする。 

(1) 理由なく指定期日までに学費を納入しない者 

(2) 最長在籍年限を超えた者 

(3) 本学からの再三の連絡，呼び出し等に応じない者又は行方不明となった者 

(4) 外国籍学生で，在籍に必要な出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を喪失した

者及び，当該資格取得を見込んで入学しながらこれを取得し得なかった者 

(5) その他本学の定める所定の手続きを怠った者 

2 前項による除籍者については，原則として再入学を認めない。 

(科目等履修生) 

第 35条 本大学院の学生以外の者で本大学院研究科における授業科目を履修し，単位の修

得を希望する者があるときは，正規学生の研究並びに指導に支障のない範囲において，その

者の学力を考査し，科目等履修生として受け入れることがある。 

2 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究生) 

第 36条 本大学院の学生以外の者で本大学院研究科において特定事項の研究を希望する者

(他大学の大学院又は企業・公共団体等からの委託によって一定期間指導教員の指導を受け，

特定事項の研究に従事する者を含む。)があるときは，正規学生の研究並びに指導に支障の

file:///G:/reiki_int/reiki_honbun/x376RG00000005.html%23e000000652
file:///G:/reiki_int/reiki_honbun/x376RG00000005.html%23e000000679
file:///G:/reiki_int/reiki_honbun/x376RG00000005.html%23e000000692
file:///G:/reiki_int/reiki_honbun/x376RG00000005.html%23e000000689


 

 

ない範囲において，その者の学力を考査し，研究生として受け入れを許可することがある。 

2 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

第 37条 削除 

第 8章 納入金 

(入学時納入金) 

第 38条 入学を許可された場合は，別に定める入学金及び学費を指定期日までに納入しな

ければならない。 

2 入学手続きを完了した者が，指定期日までに入学辞退を申し出た場合は，入学金を除き

学費を返還する。 

(学費) 

第 38条の 2 本大学院在学者の学費は，指定期日までに納入しなければならない。 

2 既納の納入金は，指定期日までに休学又は退学の申し出があった場合，別の定めにより

返還することがある。 

(納入金の減免等) 

第 39条 学費減免の取り扱いについては，別に定める。 

(受講料等) 

第 40条 科目等履修生及び研究生は，別に定める受講料及び諸費の総額を指定期日までに

納入しなければならない。 

2 既納の受講料等は，理由の如何にかかわらずいっさい返還しない。 

第 9章 賞罰 

(表彰) 

第 41条 人物及び学業に優れ他の学生の模範と認められる者に対して，常務会の議を経て

学長がこれを表彰することがある。 

(懲戒) 

第 42条 学生が法令，大学院学則その他諸規則に違反した場合及び建学の精神である公徳

心に反する行為を行なった場合は，就学管理委員会の意見を徴し，常務会の議を経て学長が

これを懲戒する。 

2 懲戒は，訓告，停学及び処分退学とする。 

3 懲戒の判断に当たっては別に定める「東京国際大学学生懲戒判断基準」に，懲戒の手続

き等については別に定める「学生の懲戒に関する規程」に，それぞれよるものとする。 

(処分退学) 

第 43条 次の各号の一に該当する者は，処分退学とする。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で改善の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなくて出席常でない者 

(4) 学校の秩序を乱す等，学生としての本分に反した者 
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2 前項による処分退学者については，再入学を認めない。 

第 10章 奨学金 

(奨学金) 

第 44条 特に学術優秀な者には，本学奨学金を給付する。 

2 奨学金の給付については，別に定める。 

第 11章 教員及びその組織 

(教員) 

第 45条 本大学院各研究科に研究科長を置く。 

2 本大学院の教員は，本学の教授，准教授，専任講師及び助教をもってこれに充てる。こ

のほか客員教員及び非常勤講師を置くことができる。これらについては別に定める。 

(研究科委員会) 

第 46条 各研究科に研究科委員会を置く。 

2 研究科委員会の組織及び運営については別に定める。 

(教授会) 

第 47条 本学大学院は，教育及び研究に関する次の事項について学長に対し意見具申する

ため，大学と共通の機能別教授会を置く。 

(1) 学生の入学，卒業及び課程の修了に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) その他，教育研究に関する重要事項で，教授会の意見を徴することが必要なものとして

学長が定める事項 

第 48条 削除 

第 12章 事務組織 

(事務組織) 

第 49条 本大学院の事務組織及びその組織については別に定める。 

第 13章 改廃手続き 

(改廃) 

第 50条 この学則の改廃は，理事会の議を経て，理事長がこれを行う。但し，文部科学大

臣の認可を要する事項の変更については，当該認可を受けなければその効力を生じない。 

第 14章 雑則 

(東京国際大学学則の適用) 

第 51 条 この学則において特に定めのない事項については，「東京国際大学学則」の例に

よる。 

附 則 

この学則は，昭和 59年 4月 1日から施行する。 

附 則 

1 改正後のこの学則は，昭和 61年 4月 1日から施行する。 
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2 改正学則の施行日前から在学する学生に対しては，本改正学則の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

附 則 

改正後のこの学則は，昭和 62年 4月 1日から施行する。 

附 則 

1 改正後のこの学則は，昭和 63年 4月 1日から施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生に対しては，本改正学則の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

附 則 

1 改正後のこの学則は，平成 2年 4月 1日から施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生に対しては，本改正学則の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

附 則 

改正後のこの学則は，平成 3年 7月 1日から施行する。 

附 則 

改正後のこの学則は，平成 4年 4月 1日から施行する。 

附 則 

改正後のこの学則は，平成 5年 4月 1日から施行する。 

附 則 

1 改正後のこの学則は，平成 6年 4月 1日から施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生に対しては，本改正学則の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

附 則 

1 この学則は，平成 7年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，な

お従前の例による。但し，休業日については，第 6条の規定による。 

3 改正学則施行日前から商学研究科博士課程の後期又は前期に在学する学生が，別表 1に

記載する授業科目のうち保険論特殊研究又は経営組織論研究を履修し，単位を修得したと

きは，その単位は別表 2に定める必要修得単位数に含めることができる。 

附 則 

1 この学則は，平成 8年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

1 この学則は，平成 9年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，
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なお従前の例による。 

附 則 

1 この学則は，平成 10年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

1 この学則は，平成 11年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

1 この学則は，平成 12年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

この学則は，平成 12年 4月 1日から改正施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成 13年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

1 この学則は，平成 14年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

この学則は，平成 15年 4月 1日から改正施行する。 

附 則 

1 この学則は，平成 16年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

この学則は，平成 17年 4月 1日から改正施行する。 

附 則 

この学則は，平成 18年 4月 1日から改正施行する。 

附 則 

この学則は，平成 19年 4月 1日から改正施行する。 

附 則 



 

 

1 この学則は，平成 19年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

1 この学則は，平成 20年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

1 この学則は，平成 21年 4月 1日から改正施行する。 

2 第 25条(入学資格)第 1項第 4号の規定については，平成 21年度入学を志願する者から

適用する。 

3 第 38条(入学時納入金)別表 3の規定については，平成 21年度入学を志願する者から適

用する。 

附 則 

1 この規程は，平成 23年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

3 第 7条(学年)第 1 項及び第 2 項，第 8 条(学期)並びに第 15条(学部授業科目の履修)の規

定については，改正学則の施行日前から在学する学生に対しても適用する。 

附 則(平成 24年 4月 1日) 

1 この学則は，平成 24年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

3 第 15条(学部授業科目の履修)の規定については，改正学則の施行日前から在学する学生

に対しても適用する。 

附 則 

1 この学則は，平成 25年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

3 第 11 条(授業科目)別表 1 経済学研究科博士課程(前期)経済学専攻に規定する授業科目

「共同演習」の履修については，改正学則の施行日前から在学する学生に対しても適用する。 

附 則 

1 この学則は，平成 25年 4月 1日から改正施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 
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1 この学則は，平成 26年 4月 1日から施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず， 

なお従前の例による。 

3 本改正学則の施行により学生募集が停止される社会学研究科は，平成 26年 3月 31日 

に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまで存続するものとし，改正前

学則の当該研究科に係わる諸規定が引き続き適用されるものとする。 

4 第 42条（懲戒）第 3項の規定は，改正学則の施行日前から在学する学生についても適 

用する。 

附 則 

1 この学則は，平成 26年 4月 1日から施行する。 

2 第 17 条（教育職員免許状）の削除に係る本学則改正の施行日前から在学する学生につ

いては，改正前学則の第 17条が引き続き適用されるものとする。 

附 則 

この改正学則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この改正学則は，平成 28年 3月 16日から施行する。 

附 則 

1 この改正学則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

この改正学則は，平成 28年 5月 26日から施行する。 

附 則 

1 この改正学則は，2016年 9月 1日から施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生については，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

1 この改正学則は，2017年 4月 1日から施行する。 

2 この改正学則のうち第 15 条第 3 項に係る改正は，当該改正の施行日前から在学する学

生についてはこれを適用せず，なお従前の例による。 

3 この改正学則の別表 3 のうち入学検定料については，施行日前に実施される 2017 年 4

月入学に係る志願者の入学検定に遡ってこれを適用する。 

附 則 

1 この改正学則は，2017年 4月 1日から施行する。 

2 改正学則の施行日前から在学する学生に対しては，この改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 



 

 

附 則 

この改正学則は，2017年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この改正学則は，2017年 7月 3日から施行する。  

附 則 

この改正学則は，2017年 9月 1日から施行する。 

附 則 

この改正学則は，2018年 4月 1日から施行する。 

附 則 

1． この改正学則は，2018年 4月 1日から施行する。但し，大学院商学研究科博士課程（前

期）イングリッシュ・トラックに係る改正については，その施行日を 2018年 9月 1日

とする。 

2． この改正学則の施行日前から在学する学生については，改正学則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

附 則 

１． この改正学則は，2018年 10月 25日から施行する。 

２． 前項にかかわらず，別表 1 商学研究科博士課程（前期）商学専攻 イングリッシュ・ト

ラック及び別表 1 国際関係学研究科修士課程国際関係学専攻 イングリッシュ・トラッ

クに係る改正は，2018年 9月 1日から施行する。  

附 則 

1．この改正学則は，2019年 4月 1日から施行する。 

2．前項にかかわらず，別表 1 臨床心理学研究科博士課程（前期）臨床心理学専攻 に係る

改正は，改正学則の施行日前から在学する学生に対してはこれを適用せず，なお従前の

例による。 

附 則 

1．この改正学則は，2019年 9月 1日から施行する。 

2．前項にかかわらず，別表 1 臨床心理学研究科博士課程（前期）臨床心理学専攻 に係る

改正は，2019年 3月 31日以前から在学する学生に対してはこれを適用せず，なお従前

の例による。 

附 則 

この改正学則は,  2019年 6月 1日から施行する。 

附 則 

この改正学則は，2019年 9月 1日から施行する。 

附 則 

1．この改正学則は，2020年 4月 1日から施行する。 

2．前項にかかわらず，改正学則の施行日前から在学する学生にはこれを適用せず，なお従



 

 

前の例による。 

附 則 

1．この改正学則は，2020年 4月 1日から施行する。 

2．前項にかかわらず，別表 2に係る改正は，改正学則の施行日前から在学する学生にはこ

れを適用せず，なお従前の例による。 

附 則 

この改正学則は，2020年 10月 22日から施行する。  

附 則 

この改正学則は，2021年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この改正学則は，2021年 4月 1日から施行する。 

2021年 10月 28日改正附則 

この改正学則（第 19条の改正）は，2022年 4月 1日から施行する。 

2022年 3月 10日改正附則 

この改正学則は，2022年 4月 1日から施行する。但し，第 22条に係る改正は，2022年 3 

月 10日から施行する。 

2022年 5月 27日改正附則 

この改正学則（第 32条の改正）は，2022年 5月 27日から施行する。 

2022年 10月 28日改正附則 

1．この改正学則（別表 1の改正）は，2024年 4月 1日から施行する。 

2．改正学則の施行日前から在学する学生に対しては，本改正学則の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

2022年 12月 23日改正附則 

この改正学則（第 32条及び第 34条の改正）は，2023年 4月 1日から施行する。 

2023年 3月 17日改正附則 

1．この改正学則は，2023年 4月 1日から施行する。 

2．前項にかかわらず，別表 1商学研究科博士課程（後期）商学専攻に係る改正部分は，改

正学則の施行日前から在学する学生に対してはこれを適用せず，なお従前の例による。 

2024年 3月 15日改正附則 

1．この改正学則は，2024年 4月 1日から施行する。 

2．前項にかかわらず，別表 1国際関係学研究科修士課程国際関係学研究専攻に係る改正部

分は，改正学則の施行日前から在学する学生に対してはこれを適用せず，なお従前の例

による。 
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商学研究科　博士課程(前期）　商学専攻

演 習 Ⅰ

演 習 Ⅱ

演 習 Ⅲ

演 習 Ⅳ

２

２

２

所 得 税 法 Ⅰ

所 得 税 法 Ⅱ

法 人 税 法 Ⅰ

法 人 税 法 Ⅱ

相 続 税 法 Ⅰ

相 続 税 法 Ⅱ

２

２

２

単位

２

授　　業　　科　　目

２

２

２

演 習 Ⅰ

国 税 徴 収 法 Ⅱ

国 際 会 計 研 究 Ⅱ

監 査 研 究

国 際 会 計 研 究 Ⅰ

会 計 実 務 研 究

会 計 ケ ー ス ス タ デ ィ ー A

会 計 ケ ー ス ス タ デ ィ ー B

租 税 法 研 究 Ⅰ

租 税 法 研 究 Ⅱ

２

２

マ ネ ジ メ ン ト ゲ ー ム Ⅱ

国 税 徴 収 法 Ⅰ

２

２

２
特殊科目

２

２

２

２

２

ビジネスモデルマーケティング研究

２

企 業 者 研 究

経 営 戦 略 研 究

ベ ン チ ャ ー 起 業 研 究

演 習 Ⅲ

演 習 Ⅳ

消 費 者 行 動 研 究

２

授　　業　　科　　目

国 際 経 営 研 究

主
要
科
目

演 習 Ⅱ

演 習 Ⅰ

単位

２

フ ァ イ ナ ン ス 研 究

国 際 貿 易 研 究

グローバルマーケティング研究

コーポレート・ガバナンス研究

商 学 特 論 B

商 学 特 論 A

２

２

２

２

マ ー ケ テ ィ ン グ 研 究

流 通 研 究

交 通 論 ・ マ ー ス 研 究 ２

２

２

２

２

２
主
要
科
目

租
税
法
系
列２

マ ネ ジ メ ン ト ゲ ー ム Ⅰ

管 理 会 計 研 究
戦 略 的 マ ネ ジ メ ン ト ・ コ ン ト ロ ー ル 研 究

意 思 決 定 会 計

会 計 学 研 究

２

２

財 務 分 析 研 究

２

２

演 習 Ⅳ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

２

２

２

２

１

２

２

２

応 用 経 営 科 学

経 営 特 論 A

経 営 特 論 B

２

２

演 習 Ⅰ

演 習 Ⅱ

２

租 税 法 特 論 A

演 習 Ⅲ

２

租 税 法 特 論 B

環 境 経 営 研 究

演 習 Ⅱ

演 習 Ⅲ

演 習 Ⅳ

会 計 特 論 A

会 計 特 論 B

マ
ー

ケ
テ
ィ

ン
グ
系
列

経
営
系
列

会
計
系
列



商学研究科　博士課程(後期）　商学専攻

租 税 法 特 殊 研 究 Ⅱ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

経 営 管 理 論 特 殊 研 究 Ⅰ

２

単位

２

２

上 級 演 習 Ⅲ

経 営 学 特 殊 研 究 Ⅰ
経 営 学 特 殊 研 究 Ⅱ

経 営 管 理 論 特 殊 研 究 Ⅱ

商 学 特 殊 研 究 Ⅰ
商 学 特 殊 研 究 Ⅱ

会 計 学 特 殊 研 究 Ⅱ

情 報 経 営 論 特 殊 研 究 Ⅱ

貿 易 論 特 殊 研 究 Ⅰ

租 税 法 特 殊 研 究 Ⅰ

上 級 演 習 Ⅳ
上 級 演 習 Ⅴ

交 通 論 特 殊 研 究 Ⅰ
交 通 論 特 殊 研 究 Ⅱ
ベンチャー起業論特殊研究Ⅰ

金 融 論 特 殊 研 究 Ⅱ
リ ス ク ・ 保 険 論 特 殊 研 究 Ⅰ
リ ス ク ・ 保 険 論 特 殊 研 究 Ⅱ

流 通 論 特 殊 研 究 Ⅱ

貿 易 論 特 殊 研 究 Ⅱ
金 融 論 特 殊 研 究 Ⅰ

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論特殊研究Ⅰ
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論特殊研究Ⅱ
流 通 論 特 殊 研 究 Ⅰ

環 境 経 営 特 殊 研 究 Ⅱ

主
　
　
　
要
　
　
　
科
　
　
　
目

経 営 組 織 論 特 殊 研 究 Ⅰ
経 営 組 織 論 特 殊 研 究 Ⅱ
環 境 経 営 特 殊 研 究 Ⅰ

上 級 演 習 Ⅰ
上 級 演 習 Ⅱ

会 計 学 特 殊 研 究 Ⅰ

ベンチャー起業論特殊研究Ⅱ

情 報 経 営 論 特 殊 研 究 Ⅰ

授　　業　　科　　目

２

上 級 演 習 Ⅵ ２

管 理 会 計 論 特 殊 研 究 Ⅰ
管 理 会 計 論 特 殊 研 究 Ⅱ
経 営 分 析 特 殊 研 究 Ⅰ
経 営 分 析 特 殊 研 究 Ⅱ
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商学研究科 博士課程（前期） 商学専攻 イングリッシュ・トラック

単位

0

0

Applied Economics 4

4

4

4

International Management 4

4

4

Supply Chain Management 4

4

4

Social Media Marketing 4

4

4

4

4

4

Entrepreneurship Strategy 2

4

2

4

4

MS Thesis (Honor)　 2

MS Thesis　　　　　　 2

Digital Marketing (VR/AR Thinking)

科目名 旧科目名

Digital Marketing

Python for Business
Analysis：From Standard
Methods to Deep Learning

Deep Learning and Python for Business
Applications

Digital Business Strategies
Operations Management and Digital Business
Strategies

MS Thesis

Entrepreneurship

Innovation Management and Open Innovation

Human Resource
Management

Human Resource Management and
Entrepreneurship

Institutions and Business Transformation

New Product Development (AR/MR Based)

Digital Business Strategies　※

Digital
Marketing

Marketing Theory

Digital Marketing　※

授業科目の区分 授業科目

Foundation
Courses

Business Mathematics ※1

Business Statistics

Digital Economy

Theory and Applications of Statistics

Corporate Finance (includes Accounting)

Human Resource Management  ※

Research Methodology in Management

Quantitative Research Methods

International Finance

Theory and Practice of Cybersecurity

Digital
Technologies and
Business

Artificial Intelligence and Intelligent Product
Development

Implementing Blockchain Technologies

Python for Business Analysis:From Standard
Methods to Deep Learning ※

※を付した授業科目は名称変更がなされた授業科目であり，それぞれの対応する旧
科目名は次の通りである。旧科目を履修済みの学生は，名称変更後の対応する科目
を履修することはできない。



単位

4

4

4

4

International Finance (AS) 4

International Management (AS) 4

Research Methodology in Management (AS) 4

Supply Chain Management (AS) 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

商学研究科博士課程（5年制）商学専攻 イングリッシュ・トラック

授業科目の区分 授業科目

Marketing Theory (AS)

Health Care Management and Economics （AS）

Social Media Marketing (AS)

商学研究科博士課程（後期）商学専攻イングリッシュ・トラック

Digital Business Strategies (AS)

設置する授業科目及び単位数は，商学研究科博士課程（前期）商学専攻イングリッ
シュ・トラック及び商学研究科博士課程（後期）商学専攻イングリッシュ・トラックの各表
にそれぞれ掲げるものを統合したものとする。但し，MS Thesis (Honor) 及びMS
Thesis はこれを除外する。

Digital Technologies
and Business

Entrepreneurship

PhD Thesis Seminar PhD Thesis Seminar

Complex Systems, Numerical Simulations and Data
Management (AS)

Entrepreneurship Strategy (AS)

Artificial Intelligence and Intelligent Product
Development (AS)

Implementing Blockchain Technologies (AS)

Digital Economy

Theory and Practice of Cybersecurity (AS)

Innovation Management and Open Innovation (AS)

Institutions and Business Transformation (AS)

Digital Marketing (AS)

Agricultural Economics and Management (AS)

Corporate Finance (AS)

Human Resource Management (AS)

Urban Development Economics (AS)

Digital Marketing
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研究科目の種類 単位数
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

経済統計学 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

演習III

公共経済学研究B

金融経済

社会保障論研究A

第
2
学
群
経
済
政
策
研
究
科
目

金融経済論研究B

財政学
財政学研究A

財政学研究B

国際金融論研究A

社会保障論研究B

日本経済・
産業組織論

日本経済論研究A

日本経済論研究B

産業組織論研究A

産業組織論研究B

社会・労働経済学

労働経済論研究A

労働経済論研究B

経済学研究科　博士課程（前期）経済学専攻
授業科目の区分 授業科目

ミクロ経済学研究ワークショップB

マクロ経済学研究A

計量経済分析ワークショップA

マクロ経済学研究ワークショップB

ミクロ経済学研究B

西洋経済史研究B

西洋経済史研究A

経済社会思想史研究A

第
1
学
群
経
済
理
論
・
歴
史
・
実
証
基
礎
科
目

経済統計研究ワークショップ

ミクロ経済学研究ワークショップA

経済史

経済社会思想史研究B

マクロ経済学研究B

マクロ経済学研究ワークショップA

経済史研究A

経済史研究B

計量経済学

計量経済学研究A

計量経済分析ワークショップB

統計学研究

演習IV

地域経済論

計量経済学研究B主
要
科
目

理論経済学

ミクロ経済学研究A

金融経済論研究A

経済開発研究ワークショップA

経済開発研究ワークショップB

地域経済論研究A

地域経済論研究B

地域経済研究ワークショップA

経済政策・
公共経済学

公共経済学研究A

演習
研
究
指
導
・
演
習

主
要
科
目

経済開発論

国際経済研究ワークショップA

第
3
学
群
国
際
経
済
研
究
科
目

国際経済学

国際貿易論研究A

国際貿易論研究B

地域経済研究ワークショップB

国際金融論研究B

演習I

演習II

経済開発論研究B

国際経済研究ワークショップB

経済開発論研究A



1

1

1

1

2

2

2

2

研究科目
の種類

単位

2

2

経済史 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

日本経済研究 2

2

2

2

2

地域経済論 2

2

2

2

2

2

2

第
2
学
群
経
済

政
策
研
究
科
目

経済史上級研究

上級演習II

上級演習III

上級演習IV

上級演習V

上級演習VI

研究指導・上級演習

経済開発論

経済学研究科　博士課程（後期）経済学専攻

区分

主
要
科
目

社会保障論上級研究

日本経済研究上級ワークショップ

国際経済学上級研究

国際経済研究上級ワークショップ

経済開発論上級研究

経済開発研究上級ワークショップ

地域経済研究上級ワークショップ

理論経済学
第
1
学
群
経
済
理
論
・
経

済
史
・
実
証
分
析
研
究

公共経済上級研究

財政学上級研究

金融政策論上級研究

計量経済学上級研究

計量経済分析上級ワークショップ

統計学上級研究

経済統計理論上級研究

計量経済学・統計
学・実証分析

第
3
学
群
国
際
経

済
・
経
済
開
発
研

究

上級演習I

英語文献講読演習B

国際経済学

授業科目

マクロ経済学上級研究

ミクロ経済学上級研究

共同演習ワークショップIII

共同演習ワークショップIV

英語文献講読演習A

共同演習ワークショップI

共同演習ワークショップII

労働経済研究上級ワークショップ

経済政策

研
究
指
導
・
演
習

共同演習

主
要
科
目

特別科目
租税法研究A

租税法研究B
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単位 単位

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2+2

2 2+2

2

国際ジャーナリズム
論研究A

国際報道論研究B

国際NGO論研究B

A群
国際関係学専門科目

ヨーロッパ地域研究A

国際協力論研究A

国際協力論研究B

地域紛争論研究A

地域紛争論研究B

世界環境論研究A

世界環境論研究B

国際NGO論研究A

国際理解論研究A

国際理解論研究B

国際実務研究

国際ジャーナリズム
論研究BC群

メディア・言語専門科目

国際開発論研究B

国際経営学研究A

国際経営学研究B

演習Ⅲ・Ⅳ　2年次

D群
国際特講

演習Ⅰ・Ⅱ　1年次

国際開発論研究A 国際報道論研究A

学外実習(Ⅱ)

言語コミュニケーショ
ン論研究B

言語コミュニケーショ
ン論研究A

国際広報戦略論研究
B

国際広報戦略論研究
A

学外実習(Ⅰ)

国際関係学研究科　修士課程　国際関係学研究専攻

国際政治学研究A 北東アジア地域研究A

政治思想研究B アジア太平洋地域研究B

授業科目 授業科目

国際政治学研究B 北東アジア地域研究B

国際金融論研究A アメリカ地域研究A

国際金融論研究B

B群
国際地域研究

政治思想研究A アジア太平洋地域研究A

アメリカ地域研究B

国際法研究B 中東地域研究B

国際経済学研究A

ヨーロッパ地域研究B

国際法研究A 中東地域研究A

国際経済学研究B
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国際関係学研究科 修士課程 国際関係学研究専攻　イングリッシュ・トラック

単位

2

4

4

4

4

Methodology

  Statistics

　Comparative Politics

MA Thesis Seminar 

　International Cooperation

　International Development

　Seminar Ⅱ

　Seminar Ⅰ

　Seminar Ⅲ

　Seminar Ⅳ　

　International Security

　Maritime Security and Ocean Governance 

　Political Economy of Development

　Theories of International Relations

　International Political Economy

Electives

　Global Politics

　Human Rights

　International Law

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

4

4

授業科目

　Qualitative Research Methods

　Quantitative Research Methods

　Comparative Culture

  Global Integration 

  Research Design



臨床心理学研究科　博士課程（前期）　 臨床心理学研究科　博士課程（後期）　

臨床心理学専攻 臨床心理学専攻

［臨床心理学分野］

［精神医学分野］

［基礎心理学分野］

［学校教育に係る分野］

単位

４

２

２

福祉分野に関する理論と支援
の展開
（福 祉 心 理 学 特 論）

産業・労働分野に関する理論
と支援の展開
（社会心理学特論）

２

４

２

１

２
心理的アセスメントに関する
理論と実践
（臨床心理査定実習）

２

２

１

２

臨 床 心 理 査 定 特 論

臨 床 心 理 基 礎 実 習

心 理 療 法 特 論 ２

学 校 教 育 学 特 論

２

２

心理実践実習B
（病院臨床特論）

司法・犯罪分野に関する理論
と支援の展開
（犯罪心理学特論）

心 理 学 研 究 法 特 論

発 達 心 理 学 特 論

心 理 療 法 特 論 ３

保健医療分野に関する理論と
支援の展開（精神医学特論）

心の健康教育に関する理論と
実践（医学的心理学特論）

教育分野に関する理論と支援
の展開
（学校臨床心理学特論）

臨 床 心 理 学 講 読

心理実践実習A（臨床心理
学 実 践 学 実 習 ）

心 理 実 践 実 習 C
( 臨 床 心 理 面 接 概 論 ）

選
　
　
　
　
択
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

イ メ ー ジ 療 法 特 論

必
 
修
 
科
 
目

臨 床 心 理 面 接 特 論 Ⅰ

心理支援に関する理論と実践
（ 臨 床 心 理 面 接 特 論 Ⅱ ）

心 理 学 統 計 法 特 論

発 達 臨 床 学 特 論

２

２

２

２

２

２

精 神 分 析 学

心 理 療 法 特 論 １

授　　業　　科　　目

臨 床 心 理 実 習 Ⅰ

心 理 実 践 実 習 D
（ 臨 床 心 理 実 習 Ⅱ ）

心 理 実 践 実 習 E
( 学 外 実 習 ）

臨 床 心 理 学 特 論

２

演 習 １

演 習 ２

家族関係・集団・地域社会に
おける心理支援に関する理論
と実践（家族力動論特論）

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

２

４

４

４

２

授　　業　　科　　目 単位

主
　
要
　
科
　
目

４

４

４

 　上　級　演　習　 １

　 上　級　演　習　 ２

 　上　級　演　習　 ３

２

２

選
択
科
目

４

４

   人 格 心 理 学 研 究

   社 会 的 行 動 論 研 究

   外 書 講 読 研 究 ４

   精 神 分 析 学 研 究

   精 神 医 学 研 究

   臨 床 心 理 学 研 究

   心 理 療 法 研 究

   家 族 力 動 論 研 究

   分 析 心 理 学 研 究



別表２（第１９条）

 博士課程（前期） ３２単位　　　　

 博士課程（後期） ２０単位　　　　

 博士課程（前期） ３２単位　　　　

 博士課程（後期） ２０単位

 修士課程 ３２単位　　　　

 博士課程（前期） ４０単位　　　　

 博士課程（後期） １８単位　　　　

国 際 関 係 学 研 究 専 攻

商 学 専 攻

４０単位

経 済 学 研 究 科

経 済 学 研 究 科

商 学 研 究 科
博士課程（前期）イ
ングリッシュ・ト
ラック

國 際 関 係 学 研 究 科
修士課程
イングリッシュ・ト
ラック

商 学 研 究 科

国 際 関 係 学 研 究 科

２年（標準）

臨 床 心 理 学 専 攻臨 床 心 理 学 研 究 科

博士課程(後期） イ
ングリッシュ・ト
ラック

商 学 専 攻 3年（標準）

研　　究　　科

２年（標準）

商 学 研 究 科

商 学 研 究 科

商 学 研 究 科

商 学 専 攻

商 学 専 攻

経 済 学 専 攻

経 済 学 専 攻

必要修得単位数

１６単位

３年（標準）

４０単位　　　　

専　　攻

２年（標準）

国 際 関 係 学 研 究 専 攻

在学期間

２年（標準）

３年（標準）

２年（標準）

臨 床 心 理 学 研 究 科

博士課程(5年制)
イングリッシュ・ト
ラック

商 学 専 攻 5年(標準） ５６単位

２年（標準）

３年（標準）

臨 床 心 理 学 専 攻


